
 □相続（　　　　　　　　　）の出生・婚姻・転籍・　　歳 ～ 死亡・婚姻・転籍 まで

 □戸籍届出添付用　□パスポート　□年金　□裁判…具体的な理由と提出先をご記入ください

 □その他　具体的に

Eメールアドレス

必要な戸籍に記載されている人との関係

本人 ・ 配偶者 ・ 子 ・ 孫 ・ 父母 ・ 祖父母 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◎注意

　請求されてから証明書が届くまで、一週間程度要する場合がありますので、お急ぎの方は速達をご利用ください。

　送付先は、住民票及び戸籍附票に記載されている請求者の現住所へ送付します。

　マイナンバーカードの場合、マイナンバーはこの手続きに不要ですので表面のみの写しでお願いします。

　代理人が請求される場合は、本人の委任状（自署・押印）が必要です。

　第三者からの請求の場合、請求の理由が正当なものであることを証明する疎明資料が必要です。

　プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。

　偽りその他不正の手段により交付を受けた者は、戸籍法第136条により、30万円以下の罰金に処せられます。

明・大・昭・平・西暦　　　　　年　　　　月　　　　日生

〔　　　　　　　　　　〕届を　　　　　年　　　　　月　　　　　日に〔　　　　　　　　　　　　　　〕役所へ提出

〔　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　〕の分を　　　　  　　　通

      （　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　－

　□身分証明（300円）　　□独身証明（300円）　　□受理証明（350円）　　□その他（　　　　　　　　　）

通

　　※受理証明の場合は、請求の理由とともに、届出の種類と届出年月日をお書きください。

改製原戸籍

その他戸籍に
関する証明

請
求
の
理
由

請
求
者

最近１ヶ月以内に戸籍の届出をされた方は、届出の種類・届出年月日・届出をした市区町村名をお書きください。

住　所　　〒

必
要
な
も
の

〔　　　　　　　　　　　　  　　　　　　     　　　　〕の分を　  　　　　　　通

氏　名（自署、押印)

電話番号（昼間連絡のとれるところ）

※市区町村により手数料が異なる場合がありますので、あらかじめ請求先の市区町村へ電話等によりご確認をお願いします。

戸籍謄抄本等交付請求書

本　籍必
要
な
戸
籍

筆頭者の氏名（戸籍のはじめに名前のある人。亡くなられていても変わりません。）

明・大・昭・平・西暦　　　　　年　　　　月　　　　日生

　　　　年　　　　月　　　　日
（あて先）和歌山県橋本市長

※参考資料となりますので、関係する戸籍謄本などをお持ちの方は写しを添付してください。

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　〕の分を　　　　　  　　通

７５０円

４５０円

７５０円

手数料

除　　　　籍

通

抄本（個人事項証明）・・・必要な方のお名前及び通数をお書きください。謄本（全部事項証明）

戸　　　　籍

〔　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　〕の分を　  　　　　　　通

通

通

戸籍の附票 ３００円
　戸籍の附票に記載が必要な場合は☑してください。　　□本籍と筆頭者　　　□在外選挙登録地

　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕の分を　　　  通　　（独身証明は本人以外の方は請求できません）

同
封
の
も
の

手数料（定額小為替） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　（切手は手数料として利用できません。）

返信用封筒 切手　　　　　　　　　　　　　　　円

その他の資料
関係する戸籍の写し（　　　　通分）　・　委任状

疎明資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

本人確認書類の写し
（氏名と住所が確認できるもの）

運転免許証　・　健康保険証　・　マイナンバーカード　・　住基カード　・　その他（　　　　　　　　　　）

印


